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（火曜日）

の
二
様
式
を
加
え
る
。

九

法
第
五
十
六
条
の
十
一

式
）

第
三
条
第
十
一
号
を
削
り
、

記
第
二
十
八
号
様
式
」
を
「
別

第
十
三
号
中
「
第
五
条
の
八
」

記
第
二
十
八
号
様
式
」
に
改
め

第
六
条
第
一
項
第
四
号
中
「

別
記
第
十
七
号
様
式
の
四
を

五
）

第
三
条
第
五
号
中
「
第
五
十

「
第
五
十
五
条
第
五
項
」
を
「

を
削
り
、
同
条
第
八
号
中
「
別

を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
第

八

法
第
五
十
六
条
の
六
の

式
）

の
規
定
に
よ
る
届
出

医
療
法
人

同
条
第
十
二
号
中
「
第
五
条
の
七

記
第
二
十
七
号
様
式
」
に
改
め
、

を
「
第
五
条
の
十
三
」
に
、
「
別

、
同
号
を
同
条
第
十
二
号
と
す
る

第
十
三
号
」
を
「
第
十
二
号
」
に

別
記
第
十
七
号
様
式
の
六
と
し
、

五
条
第
三
項
」
を
「
第
五
十
五
条

第
五
十
五
条
第
八
項
」
に
改
め
、

記
第
二
十
四
号
様
式
」
を
「
別
記

七
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る

規
定
に
よ
る
届
出

医
療
法
人
清

一

清
算
結
了
届
（
別
記
第
二
十
五
号

」
を
「
第
五
条
の
十
二
」
に
、
「

同
号
を
同
条
第
十
一
号
と
し
、
同

記
第
二
十
八
号
様
式
の
二
」
を
「

。改
め
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
の
三
の
次
に

第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号

同
条
第
八
号
の
二
か
ら
第
十
号
ま

第
二
十
六
号
様
式
」
に
改
め
、
同

。算
人
就
任
届
（
別
記
第
二
十
四
号

様別条別次 中で号様

規

則
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考
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２ １ 付
添

選

山 口

な 特

県 報

よ

（号 外 ）
第

書

由
理

る
す

と
要

必
を

任

思
意

の
て
い

つ
に

任
選 類

と
人
理

代
別

特

を
定
決

の

者
表

代

就
の

者
き

べ
る

な

き
と
た

し
署

自
を

名
氏

の

日
、

は
さ
き

大
の

紙
用

は

代
別

日
月

年
生

規
業
工

本

理

業
職

者
き

べ
る

と
人

理

あ
で

任
適

柄
続

の
と

長
事

由
理

る 理
代

別
特

り
お

と
の

記
下

を
類

書
係

関
、

り

選
の

人

し
請

申
て

え
添

名
氏

所
住

４
の

式
様

号山

法
療

医

）
係

関
条

３
第様

事
知

県
口

任

本
謄

の
録

事
議

る
す
証

押
、

書
歴

履
び

及
書

諾
承

い
な

し
要

を
と

こ
る

す
印

格

。
と
こ 月

年。
る
す

と
４

列

で
の

い
た

け
受

を
任

話
電

人

記

。
す

ま

第
法

療
医

、

書
請

申
任

選
人

理
代

別
特

代 名

在
所

者
請

申

番
便

郵

氏
の

者
表

日

）
番

局

に
定
規

の
項

６
第

４
の

条
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日
月

年

注

日
月

年
査

監

点
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正
不

し
署
自
を
名
氏
の
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告
報

さ
き
大
の
紙

用
考
備

と
た

工
本
日

、
は

人
法

療
医
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お

と
の

記
下

第
法
療
医
、

で

の７
第

４
の
条

称
名
の
人
法
療
医

第
５

の
式
様
号

知
県
口
山

医 係
関

条
３
第様

事

こ
る
す

印
押
、
は
き

月
年

格
規
業

い
な
し
要
を
と

。
る
す
と
４

列

を
況

状
の

行
執

務
業

産
財

の
号

４
第

項

結
た

し
査

監

）

記

し
告

報
り
よ

に
定

規

状
行

執
務

業
産

財
人

法
療

氏 住
者
告

報

郵

報
況

。
と
こ

日

の
正

不
、

果

）
番

局
話

電

。
す

ま

の
た

し
見

発
を

点
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便

日
月

年

告

二



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

別別別別

６

」別
め
、

記
第
二
十
一
号
様
式
中
「第

条

記
第
二
十
二
号
様
式
中
「第

条
記
第
二
十
四
号
様
式
か
ら
別
記
第

記
第
二
十
六
号
様
式
中
「第

条

に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
二
十

記
第
二
十
七
号
様
式
中
「第

条

同
様
式
を
別
記
第
二
十
五
号
様
式

項
３

第

」
を
「第

項
５

第

項
６

第
条

」
を
「第

項
８

第
条

二
十
五
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

法
民

る
す

用
準

て
い

お
に

第

四
号
様
式
と
す
る
。

法
民

る
す

用
準

て
い

お
に

第
条

と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一

」
に
改
め
る
。

」
に
改
め
る
。

項
２

第
条

」
を
「第

の
条

」
を
「第

の
条

」
に
改

様
式
を
加
え
る
。

び
及
所
住
の
者
請
申

１
注

記
を
名
氏
の
者
表

代
名
氏

名
氏
の
者
請
申

２
る
す

入

大
の
紙

用
考
備

し
署
自

を

書
付
添

工
本
日

、
は

さ
き

人
法
療
医
る
た
団

社
１
類

療
医
る
た
団

社
２

つ
あ

に

、
は
に

合
場

つ
あ
に

人
法

併
合

３
こ

と
る

め
定

の
そ

に
併

合
４

し
写
の
書
約
契

さ
任

設
を
人

法
療
医
り
よ

証
を
と

こ
る

あ
で
者
た
れ

療
医
る
す
続
存
後
併

合
５

療
医
各
の
前
併

合
６

人
法

年
２
後
併

合
７

定
の
人

法

と
員

役
８

画
計
業

事
の

間

開
９

任
就
の

者
き
べ
る
な

、
院
病

る
す

と
う
よ
し
設

療
医
る
す
併

合

面
書

た
し

医
の
後
併

合

称
名

の
人
法

理
の

併
合

称
名

の
人
法
療

由

人
法

療
医
り
お

と
の
記
下

添
を
類
書

係
関
、
り

よ

の

第

申
て

え

式
様
号

県
口
山

医

）
係

関
条
３
第

様
事

知

、
は
て
つ
あ

に
人
法
、
は

き
と
た
。
と
こ

た
主
の
そ

要
を
と
こ
る
す
印
押

、
は
格
規
業

し

総
、
は

て

。
る

す
と

４
列

こ
た
つ
あ
が
意
同
の
員

社
２
の

分
３

の
事

理
、

は
て

意
同
る
よ
に
ろ

同
の
上
以

す
立

を
と
こ
た
つ
あ
が
）

申
、

は
て

つ
あ

に
合

場
る

併
合

は
又

類
書
る
す

者
請

療
医
る
す
立
設
て
つ
よ

に
産

財
、

為
行

附
寄

は
又

款
書

算
予
び
及
書

び
及
録
目

療
診

書
歴
履

び
及
書
諾
承

施
健
保
人
老
護
介

は
又
所

の
設

者
請
申

記

氏 住 郵

い
た

け
受

を
可

認
の

併
合

法
療

。
す

ま
し

請

、
で

の

氏 住 郵 請
申

可
認

併
合

人

三

び
並
地

在
所
の
所
務
事
る

。
と
こ

い
な

び
及
称
名
に

意
面
書

る
す

証
を

と
め
定

の
段

別
に

為
行

附
寄

合
が

面
書
る
す
証

る
あ
が

お
に
人
法
療

医
各
の
前
併

は
又
款
定
の
人
法

選
て
い

管

表
照
対
借
貸

為
行
附
寄

氏
の
者

き
べ

る
な

と
者

理
載
記
を
名

名 所 号
番

便

）
番

局
話

電

第
法

療
医

）
番

局
話

電

年

書

に
定

規
の

項
４
第

条

名 所 号
番
便

日
月
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山 口

第
第
十

研
修第

（
准

第
十研

県 報

山
保

改
正第第

（号 外 ）

別
十
八こ保

准
看
護
師
個
別
研
修
に
係
る
再
教

書
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

十
日
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

氏
名
、
生
年
月
日
並
び
に
准
看

の
規
定
に
よ
り
再
免
許
を
受
け
よ

准
看
護
師
個
別
研
修
の
内
容

准
看
護
師
個
別
研
修
の
実
施
期

助
言
指
導
者
（
准
看
護
師
個
別

指
導
等
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
知

十
三
条
中
「
受
験
願
書
」
の
下
に

六
条
第
二
項
の
再
教
育
研
修
修
了

修
了
登
録
証
再
交
付
申
請
書
」
を

十
二
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え

看
護
師
個
別
研
修
計
画
書
等
）

三
条

法
第
十
五
条
の
二
第
二
項

（
以
下
「
准
看
護
師
個
別
研
修
」
と

修
命
令
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た

口
県
規
則
第
三
十
九
号

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行

健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則

す
る
。

三
条
中
「
第
一
条
第
二
項
」
を

五
条
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を

記
第
二
十
八
号
様
式
を
別
記
第
二

号
様
式
と
す
る
。

附

則

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

育
研
修
命
令
を
受
け
た
者
は
、

助
言
指
導
者
の
助
言
、
指
導
等

項
を
記
載
し
た
准
看
護
師
個
別

護
師
籍
の
登
録
番
号
及
び
登
録

う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
氏

間研
修
に
係
る
再
教
育
研
修
命
令

事
が
指
名
し
た
も
の
を
い
う
。

「
、
第
十
五
条
の
准
看
護
師
再

登
録
証
書
換
え
交
付
申
請
書
及

加
え
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す

る
。

の
准
看
護
師
再
教
育
研
修
の
う

い
う
。
）
に
係
る
同
項
の
規
定

者
は
、
当
該
准
看
護
師
個
別
研

山
口
県
知

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
平
成
十
四
年
山
口
県
規
則
第

「
第
一
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め

「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

十
七
号
様
式
と
し
、
別
記
第
二

す
る
。

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

前
項
の
准
看
護
師
個
別
研
修
計

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

研
修
計
画
書
を
知
事
に
提
出
し

年
月
日
（
法
第
十
四
条
第
三
項

名
及
び
生
年
月
日
）

を
受
け
た
者
に
対
し
て
助
言
、

以
下
同
じ
。
）
の
氏
名

教
育
研
修
修
了
登
録
申
請
書
、

び
第
十
七
条
第
二
項
の
再
教
育

る
。

ち
知
事
以
外
の
者
が
行
う
も
の

に
よ
る
命
令
（
以
下
「
再
教
育

修
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の

事

二

井

関

成

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

る
。

十
八
号
様
式
の
二
を
別
記
第
二

こ
に
公
布
す
る
。

い
。

一

再
教
育
研
修
修
了
登
録

一

准
看
護
師
免
許
証
の
写

二

准
看
護
師
再
教
育
研
修

（
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
の

第
十
六
条

准
看
護
師
再
教
育

登
録
者
」
と
い
う
。
）
は
、

教
育
研
修
修
了
登
録
証
の
書

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

書
（
別
記
第
十
二
号
様
式
）

３

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定

い
て
、
准
看
護
師
個
別
研
修

し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ

る
。

（
准
看
護
師
再
教
育
研
修
を
修

第
十
五
条

法
第
十
五
条
の
二

教
育
研
修
修
了
登
録
申
請
書

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
、
生
年
月
日
並
び

の
規
定
に
よ
り
再
免
許
を

二

准
看
護
師
個
別
研
修
の

三

准
看
護
師
個
別
研
修
の

四

助
言
指
導
者
の
氏
名

２

前
項
の
准
看
護
師
個
別
研

教
育
研
修
命
令
を
受
け
た
者

し
、
署
名
し
た
も
の
で
な
け

３

第
一
項
の
准
看
護
師
個
別

適
切
で
あ
る
旨
を
記
載
し
、

４

知
事
は
、
准
看
護
師
再
教

看
護
師
個
別
研
修
の
内
容
又

（
准
看
護
師
個
別
研
修
の
修
了

第
十
四
条

准
看
護
師
個
別
研

修
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

証 しを
修
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

書
換
え
交
付
）

研
修
を
修
了
し
た
旨
の
登
録
を
受

再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
の
記
載

換
え
交
付
を
知
事
に
申
請
す
る
こ

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
再
教
育

に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、

に
よ
る
准
看
護
師
個
別
研
修
修
了

に
係
る
再
教
育
研
修
命
令
を
受
け

の
者
に
対
し
て
、
准
看
護
師
個
別

了
し
た
旨
の
登
録
の
申
請
）

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受

（
別
記
第
十
一
号
様
式
）
に
次
に

に
准
看
護
師
籍
の
登
録
番
号
及
び

受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は

内
容

開
始
及
び
修
了
の
年
月
日

修
修
了
報
告
書
は
、
助
言
指
導
者

が
当
該
准
看
護
師
個
別
研
修
を
修

れ
ば
な
ら
な
い
。

研
修
計
画
書
は
、
助
言
指
導
者
が

署
名
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

育
研
修
を
適
正
に
実
施
す
る
た
め

は
実
施
期
間
を
変
更
す
べ
き
こ
と

）修
に
係
る
再
教
育
研
修
命
令
を
受

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

な
ら
な
い
。

け
た
者
（
以
下
「
再
教
育
研
修
修

事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、

と
が
で
き
る
。

研
修
修
了
登
録
証
書
換
え
交
付
申

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に

た
者
が
准
看
護
師
個
別
研
修
を
修

研
修
修
了
証
を
交
付
す
る
も
の
と

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
准
看
護
師

掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
知
事
に

登
録
年
月
日
（
法
第
十
四
条
第
三

、
氏
名
及
び
生
年
月
日
）

が
、
准
看
護
師
個
別
研
修
に
係
る

了
し
た
も
の
と
認
め
る
旨
を
記

当
該
准
看
護
師
個
別
研
修
計
画
書

な
い
。

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

け
た
者
は
、
准
看
護
師
個
別
研
修

た
准
看
護
師
個
別
研
修
修
了
報
告

四

了再請な お了す再提 項再載 が准を書



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 報

二
３

亡れ別

し
若

別

（号 外 ）

二
（
再

第
十失

２
一

再
交
付
の
申
請
が
破
損
又
は
汚

再
教
育
研
修
修
了
登
録
証

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
再
教
育
研

失
し
た
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証

ば
な
ら
な
い
。

記
第
三
号
様
式
中
「

の
許

免
は

く

消
取

の
許

免

准
、

分
処

の
し

消
取

記
第
十
号
様
式
の
次
に
次
の
三
様

准
看
護
師
免
許
証
の
写
し

教
育
研
修
修
了
登
録
証
の
再
交
付

七
条

再
教
育
研
修
修
了
登
録
者

し
た
と
き
は
、
再
教
育
研
修
修
了

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し

（
別
記
第
十
三
号
様
式
）
に
次
に
掲

准
看
護
師
免
許
証
の
写
し

損
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に

修
修
了
登
録
証
の
再
交
付
を
受

を
発
見
し
た
と
き
は
、
速
や
か

止
停

の
務

業
は

く
し

若
し

研
育

教
再

師
護

看

分
処

の了
修

の
修

」

式
を
加
え
る
。

）は
、
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証

登
録
証
の
再
交
付
を
知
事
に
申

よ
う
と
す
る
者
は
、
再
教
育
研
修

げ
る
書
類
を
添
え
て
、
知
事
に

あ
っ
て
は
、
当
該
申
請
に
係
る

け
た
者
は
、
そ
の
後
に
お
い
て

に
こ
れ
を
知
事
に
返
納
し
な
け

」
を
「

止
停
の

務
業

、
告

戒

に
改
め
る
。

を
破
損
し
、
汚
損
し
、
又
は
亡

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

修
了
登
録
証
再
交
付
申
請
書

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
の
紙

用
考
備

。
と
こ

る
工

本
日

、
は

さ
き 免
師
護
看

准
１
類
書
付
添

師
護
看

准
２

し
写

の
証
許

申
１

注
修
を
修

研
育
教
再

２
し

署
自

を
名

氏
の
者
請

准

」
名
氏

の
者

導
指
言
助

日
月

年
録
登

の
籍
師
護
看

研
育
教
再

号
番
録
登
び
及

育
教
再

日
た
し
始
開

を
修

言
助

日
た

し
了
修

を
修
研

名
氏

の
者

導
指

師
護

看
准
り
お

と
の
記
下

第
法
師
護
看

師

再

第

４
第

２
の
条

式
様
号

第事
知
県
口
山

准

）
係

関
条様

格
規
業

。
る
す
と
４

列

付
り

は
紙

証
入

収
県

口
山

欄
け）

。
と

こ
い

な
し

印
消

書
る
す
証
を

と
こ
た
し
了

る
す
印

押
、

は
き

と
た

類

看
准
、
は
欄

し
要
を
と
こ

る
係
に
修
研
別
個
師
護

記

年 年

日
月

年

氏 住
者
請

申

便
郵

国

旨
た

し
了

修
を

修
研

育
教

り
よ

に
定
規

の
項

録
登
の

再
師

護
看

を
類
書

係
関

、

本

申
録

登
了

修
修
研

育
教

道
都

五

令
命

育
教

再
。
と
こ
い
な

す
入
記
に
合
場
た
け

受
を

日
月

日
月

号
第

名 所 号
番

）
籍

を

）
番

局
話
電

生
日

月
年

師
健

保
、

で
の
い

た
け

受

す
ま

し
請

申
て

え
添

産
助

県
府

地
籍

日
月

年

書
請

。

名



平成 年 月 日 火曜日

考
備 注
２ １ 付

添

山 口

変 変 変

県 報

護再

（号 外 ）
第

登
了
修

修
研

育
教

再 類
書

の
証
許

免
師

護
看

准
証
録

を
名

氏
の

者
請

申
１

し
写

２
と

た
し

署
自

当
該

、
は

欄
」

項
事

更
変

日
、

は
さ

き
大

の
紙

用
す

変

氏
２

項
事

更

規
業

工
本

更

後
更

変

容
内

の
更

前
更

日
月

年

山

研
育

教
再

り
お

と
の

記
下

第
則

細
行

施
法

師

了
修

修

の
項

１
第

条月
年

録
登

了
修

修
研

育
教

本
１

日

式
様

号
第

口
山

研
育

教
再 ）

係
関

条様
事

知
県

）
。

と
こ

い
な

し
印

消

を
と
こ

る
す

印
押

、
は
き

番
の
の

も
る

こ
い

な
し

要

格
。

と
こ

む
囲

で
○

を
号

月
年

名

。
る

す
と

４
列

け
付

り
は

紙
証

入
収

県
口

欄

交
え

換
書

の
証

録
登

話
電

り
よ

に
定

規

た
け

受
を

付

記

え
添

を
類

書
係

関
、

名
県

府
道
都

地
籍

月
年

）
籍

国

交
え

換
書

証
録

登
了

修
修

住
者

請
申

番
便

郵

請
申

付氏

日

。
と

で
の
い

）
番

局

生
日

月
年

申
て

看
師
産
助

師
健

保
、

。
す

ま
し

請

日

名 所 号

日
月

年

書

免
師
護
看

准
１
類
書
付
添

の
付
交

再
２

し
写

の
証
許

了
修
修

は
又
損

破
が
請
申

氏
の
者
請
申

１
注

証
録
登

２
し
署

自
を

名

備
と
う

よ
け

受
を
付
交
再

日
、
は
さ
き
大
の
紙

用
考

う
よ

け
受
を
付
交
再

工
本

汚
、
し
損
破 由

理
る

す
と

年
た
し

失
亡
は
又
、
し

損

、
し

損
汚
、
し
損
破

日
月由
理
た
し

失
亡

は
又

研
育

教
再
り
お

と
の
記
下

第
則
細
行
施

法

修の
項

１
第
条

年
録
登
了

修
修
研
育
教
再

日
月

第
式
様
号

第事
知
県
口
山

再

）
係

関
条様

）
。
と

こ
い

な
し

印
消

る
あ
で
の
も

る
よ
に
損
汚

押
、

は
き

と
た

あ
に

合
場

る
す

し
要
を

と
こ

る
す

印
る
す
当
該
、
は
欄

」
由
理格
規
業

の
も

３
損
汚

２

。
る
す

と
４

列

年

失
亡

付
り

は
紙

証
入

収
県

口
山

欄
け

を
付

交
再

の
証

録
登

了
修

関
、

り
よ
に

定
規

た
け
受

記

え
添

を
類

書
係

損
破

１

年

再
証

録
登

了
修

修
研

育
教

氏 住
者

請
申

郵 申
付

交

係
に
請

申
該
当
、
は
て
っ

。
と
こ

い
な

研
育
教
再
る

と
こ
む

囲
で
○
を
号
番
の

日
月

。

い

）
番

局
話
電

生
日

月
年

看
師

産
助

師
健
保

、
で

の

。
す
ま

し
請

申
て

師
護

日
月 名 所 号
番

便

日
月

年

書
請

六



平成

第第

年 月 日 火曜日

２

山 口 県

と
い第

（
学

第
二

報

山
山

に
改目

「
、第

（号 外 ）

こ山
四
章
の
章
名
中
「
退
学
」
の
下
に

八
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め

助

産

学

科

第
一
看
護
学
科
及
び
第
二
看
護
学

学

科

課

第

一

看

護

学

科

三

第

二

看

護

学

科

二

う
。
）
に
よ
る
養
護
教
諭
」
を
削

二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

生
の
定
員
等
）

条

保
健
学
科
及
び
助
産
学
科
の

学

保

健

学

科

口
県
規
則
第
四
十
号

山
口
県
立
衛
生
看
護
学
院
学
則

口
県
立
衛
生
看
護
学
院
学
則
（
昭

正
す
る
。

次
中
「
退
学
」
の
下
に
「
、
転
学

単
位
の
修
得
の
認
定
、
進
級
」
を

一
条
中
「
並
び
に
教
育
職
員
免
許

附

則

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

口
県
立
衛
生
看
護
学
院
学
則
の
一

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

「
、
転
学
」
を
加
え
る
。

、
同
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま

科
の
課
程
及
び
学
生
の
定
員
は

程

学

生

の

年

課

程

一
学
年
に
つ
き

年

課

程

一
学
年
に
つ
き

る
。

学
生
の
定
員
は
、
次
の
と
お
り

科

学

生

の

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

和
四
十
六
年
山
口
県
規
則
第
二

」
を
加
え
、
「
第
十
六
条
」
を

削
る
。

法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

す
る
。

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

山
口
県
知

で
を
削
る
。

二
十
人

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

定

員四
十
人

四
十
人

と
す
る
。

定

員四
十
人

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

「
第
十
六
条
の
二
」
に
改
め
、

四
十
七
号
。
以
下
「
免
許
法
」

公
布
す
る
。

事

二

井

関

成

き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
科

科
目
の
履
修
を
免
除
さ
れ
た

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
修
得

第
五
章
の
章
名
中
「
、
単
位

第
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改

（
科
目
の
履
修
の
免
除
）

第
十
八
条

学
院
に
入
学
す
る

は
養
成
施
設
に
お
い
て
履
修

免
除
を
院
長
に
申
請
す
る
こ

２

院
長
は
、
前
項
の
規
定
に

は
養
成
施
設
に
お
け
る
教
育

３

院
長
は
、
転
入
学
希
望
者

対
し
て
転
入
学
を
許
可
す
る

４

第
十
条
の
規
定
は
、
前
項

５

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
転

位
の
取
扱
い
並
び
に
修
業
年

院
長
が
決
定
す
る
。
こ
の
場

前
に
他
の
学
校
又
は
看
護
師

し
た
単
位
と
し
て
認
定
す
る

（
転
入
学
）

第
十
六
条
の
二

他
の
学
校
又

転
入
学
し
よ
う
と
す
る
者
（

し
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け

２

院
長
は
、
当
該
学
科
の
学

い
る
学
校
又
は
看
護
師
養
成

望
者
の
単
位
の
修
得
の
状
況

は
な
ら
な
い
。

二

前
条
に
規
定
す
る
資
格

第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条

（
転
学
）

第
十
五
条
の
二

学
生
（
第
一

養
成
所
に
転
学
し
よ
う
と
す

な
ら
な
い
。

第
四
章
中
第
十
六
条
の
次
に

目
の
履
修
を
免
除
す
る
こ
と
が
で

学
生
は
、
当
該
科
目
に
係
る
単
位

し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
単
位
は

の
修
得
の
認
定
、
進
級
」
を
削
る

め
る
。

前
に
他
の
保
健
師
、
助
産
師
、
看

し
た
科
目
を
有
す
る
学
生
は
、
当

と
が
で
き
る
。

よ
る
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い

の
内
容
が
学
院
に
お
け
る
教
育
の

に
対
し
て
筆
記
試
験
及
び
口
述
試

。の
規
定
に
よ
り
転
入
学
を
許
可
さ

入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
に
係
る
既

限
及
び
在
学
期
間
に
つ
い
て
は
、

合
に
お
い
て
、
学
院
に
転
入
学
を

養
成
所
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位

も
の
と
す
る
。

は
看
護
師
養
成
所
か
ら
学
院
の
第

以
下
「
転
入
学
希
望
者
」
と
い
う

れ
ば
な
ら
な
い
。

生
に
欠
員
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て

所
の
科
目
及
び
単
位
数
が
学
院
と

が
良
好
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
で

を
証
す
る
書
類

を
加
え
る
。

看
護
学
科
及
び
第
二
看
護
学
科
の

る
と
き
は
、
転
学
願
を
院
長
に
提

次
の
一
条
を
加
え
る
。

七

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

を
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
。

、
当
該
学
生
が
学
院
に
お
い
て
修

。護
師
等
の
学
校
又
は
養
成
所
若
し

該
科
目
に
相
当
す
る
科
目
の
履
修

て
、
当
該
学
校
又
は
養
成
所
若
し

内
容
と
同
程
度
で
あ
る
と
認
め
る

験
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
し
た
者

れ
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

に
履
修
し
た
科
目
及
び
修
得
し
た

別
に
設
置
す
る
審
査
会
の
議
を
経

許
可
さ
れ
た
者
が
学
院
に
入
学
す

に
つ
い
て
は
、
学
院
に
お
い
て
修

一
看
護
学
科
又
は
第
二
看
護
学
科

。
）
は
、
転
入
学
願
を
院
長
に
提

、
転
入
学
希
望
者
が
現
に
在
学
し

同
程
度
で
あ
り
、
か
つ
、
転
入
学

な
け
れ
ば
、
転
入
学
の
許
可
を
し

学
生
に
限
る
。
）
は
、
他
の
看
護

出
し
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ

該得 くのくと に単てる得 に出て希て 師ば
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す第
て
、別

別
表

地
域
看
護
管
理
論

術母学産

科 門

地
域
保
健
指
導
論

成健疾総 地基家家

地
域
看
護
支
援
技
術
論

健健地

専

人
間
関
係
学

人

目 科 般 一

法

学

法

外
国
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン

外ン

小

計

総地

地
域
看
護
学
概
論

地

べ
き
単
位
の
総
数
の
二
分
の
一
を

十
九
条
の
見
出
し
中
「
進
級
及

」
を
削
る
。

表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
を
次

第
一
（
第
六
条
関
係
）

教

育

内

容

社
会
心
理
学

社

子

保

健

一

校

保

健

一

業

保

健

一

人
・
高
齢
者
保
健

一

康
づ
く
り

一

病
・
障
害

一

論

一

域
看
護
研
究
演
習

二

本
的
支
援
技
術

一

庭
訪
問
技
術

一

庭
訪
問
技
術
演
習

二

康
教
育
技
術

二

康
教
育
技
術
演
習

一

域
活
動
に
お
け
る
連
携
技

一

間
関
係
学

一

学
（
日
本
国
憲
法
）

一

国
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

一四

論

一

区
活
動
論

一

域
看
護
研
究

一

超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

び
」
を
削
り
、
同
条
中
「
進
級
又

の
よ
う
に
改
め
る
。

科

目

単
位
数

会
心
理
学

一

は
」
及
び
「
各
学
年
に
つ
い

助
産
診
断
・
技
術
学

助イ 性乳助助助助新 生イ生タ母養母相母

基

礎

助

産

学

母母

地
域
看
護
学
実
習

小

計

合

別
表
第
二
（
第
六
条
関
係
）

教

育

内

容

助

疫

学

保
健
統
計
学

目

保
健
福
祉
行
政
論

産
診
断
・
技
術
学
（
ラ
イ
フ
サ

ク
ル
各
期
）

一

科

学

一

幼
児
の
成
長
・
発
達

二

産

学

研

究

一

小

計

一
五

産
診
断
・
技
術
学
（
妊
娠
期
）

一

産
診
断
・
技
術
学
（
分
娩
期
）

二

産
診
断
・
技
術
学
（
産
褥
期
・

生
児
期
）

一

殖
の
形
態
・
機
能
と
病
態
（
ラ

フ
サ
イ
ク
ル
期
）

一

殖
の
形
態
・
機
能
と
病
態
（
マ

ニ
テ
ィ
サ
イ
ク
ル
期
）

二

子
の
健
康
科
学
（
母
子
の
栄

）

一

子
の
健
康
科
学
（
遺
伝
と
遺
伝

談
）

一

子
の
健
康
科
学
（
母
子
保
健
）

一

性

の

社

会

学

二

性
・
父
性
の
心
理
学

一

地
域
看
護
活
動
展
開
実
習

三

計

三

科

目

単
位
数

産

学

概

論

二

健
康
危
機
管
理
論

疫

学

保
健
統
計
学

総

論

衛

生

行

政

福

祉

行

政

地
域
看
護
支
援
技
術
実
習

二二六 一二二一一一二

八
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別
表

（号 外 ）

小

解動 心

野 分

教社

人
間
と
生
活
・
社
会
の
理
解

人英英運

教

育

内

容

論文生

科
学
的
思
考
の
基
盤

物統情

礎 基

助
産
診
断

助

産

学

実

習

地
域
母

助

産
小

合
第
三
（
第
六
条
関
係
）

助
産
診
断

育
活
動
）

小

地

域

母

子

保

健

地

域

助

産

管

理

助助
産
診
断

助
産
診
断

計

一
三

剖
学

（
日
常
生
活
行

と
人
体
の
構
造
）

一

理

学

一

育

学

一

会

学

一

間

関

係

論

一

語

（
基

礎
）

一

語

（
応

用
）

一

動

生

理

学

一

科

目

単
位
数

理

学

一

章

表

現

一

活

科

学

一

理

学

一

計

学

一

報

科

学

一

・
技
術
学
実
習

四

子
保
健
実
習

二

管

理

実

習

一

計

一
三

計

三
八

・
技
術
学
（
相
談
・
教

二

計

七

母

子

保

健

一

産

管

理

二

・
技
術
学
実
習

三

・
技
術
学
実
習

三

専

小

野 分

健
康
支
援
と
社
会
保
障
制

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復

促
進

礎 基 門

人
体
の
構
造
と
機

専

基
本
技
術
２
）

基
礎
看
護
技
術

（
日
常

生
活
援
助
技
術
）

一

と
制
度
）

社
会
福
祉

（
社
会
福
祉

活
動
）

一

関

係

法

規

一

計

二
二

看
護
学
概
論

（
看
護
の

概
念
）

一

看
護
学
概
論

（
看
護
の

機
能
）

一

基
礎
看
護
技
術

（
共
通

基
本
技
術
１
）

一

基
礎
看
護
技
術

（
共
通

一

薬
理
学

（
総
論
）

一

薬
理
学

（
各
論
）

一

食

事

療

法

一

保
健
医
療
論

（
健
康
支

援
と
保
健
活
動
）

一

保
健
医
療
論

（
医
療
の

歩
み
と
倫
理
）

一

公

衆

衛

生

学

一

度

社
会
福
祉

（
社
会
保
障

一

臨
床
医
学

（
呼
吸
・
循

環
器
疾
患
）

一

臨
床
医
学

（
女
性
生
殖

器
・
精
神
疾
患
）

一

臨
床
医
学

（
運
動
器
・

外
科
疾
患
）

一

臨
床
医
学

（
小
児
・
脳

外
科
疾
患
）

一

の

臨
床
医
学

（
腎
・
泌
尿

器
・
神
経
疾
患
）

一

臨
床
医
学

（
麻
酔
・
臨

床
検
査
）

一

微

生

物

学

一

解
剖
学

（
人
体
の
免

疫
・
神
経
・
生
殖
系
の
構

造
）

一

能

生
理
学

（
日
常
生
活
行

動
と
人
体
の
機
能
）

一

生
理
学

（
人
体
の
免

疫
・
神
経
・
生
殖
系
の
機

能
）

一

代

謝

・

栄

養

学

一

病

理

学

一

九
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門

老年老齢す

老
年
看
護
学

老者老高小児成 る成活

成
人
看
護
学

成る成る成る

専

基に実基護理

臨
地
実
習

基護

小

成成 基に基に

基
礎
看
護
学

基過

野 分 門

基研術基別基生習
年
看
護
学
概
論

（
老

看
護
の
概
念
）

一

年
看
護
学
概
論

（
高

者
の
健
康
を
保
持
増
進

る
た
め
の
看
護
）

一

年
看
護
学
援
助
論

（
健
康
障
害
の
あ
る
高
齢

の
看
護
）

一

年
看
護
学
援
助
論

（
検
査
・
治
療
を
受
け
る

齢
者
の
看
護
）

一

児
看
護
学
概
論

（
小

看
護
の
概
念
と
小
児
の

長
発
達
）

一

（
疾
病
の
自
己
管
理
を
す

人
の
看
護
）

一

人
看
護
学
援
助
論

（
障
害
を
持
ち
な
が
ら
生

す
る
人
の
看
護
）

一

人
看
護
学
援
助
論

（
身
体
の
一
部
を
喪
失
す

人
の
看
護
）

一

人
看
護
学
援
助
論

（
感
染
対
策
を
必
要
と
す

人
の
看
護
）

一

人
看
護
学
援
助
論

（
緩
和
ケ
ア
を
必
要
と
す

人
の
看
護
）

一

礎
看
護
技
術

（
診
療

伴
う
基
本
技
術
の
学
内

習
）

一

礎
看
護
学
実
習

（
看

の
対
象
と
生
活
環
境
の

解
）

二

礎
看
護
学
実
習

（
看

過
程
の
基
礎
）

一

計

一
五

人
看
護
学
概
論

一

人
看
護
学
援
助
論

礎
看
護
技
術

（
診
療

伴
う
基
本
技
術
１
）

一

礎
看
護
技
術

（
診
療

伴
う
基
本
技
術
２
）

一

礎
看
護
技
術

（
看
護

程
）

一

礎
看
護
技
術

（
看
護

究
の
基
礎
と
指
導
技

）

一

礎
看
護
技
術

（
症
状

看
護
）

一

礎
看
護
技
術

（
日
常

活
援
助
技
術
の
学
内
実

）

一

臨
地
実
習

小

野

母
性
看
護
学

精
神
看
護
学

小
児
看
護
学

分

在
宅
看
護
概
論

（
在
宅

看
護
の
概
念
）

一

康
な
高
齢
者
の
生
活
の
理

解
）

一

老
年
看
護
学
実
習

（
健

康
障
害
の
あ
る
高
齢
者
の

看
護
）

三

小
児
看
護
学
実
習

二

母
性
看
護
学
実
習

二

精
神
看
護
学
実
習

二

計

三
八

め
の
看
護
）

精
神
看
護
学
援
助
論

（
精
神
に
障
が
い
を
持
つ

人
の
看
護
）

一

成
人
看
護
学
実
習

（
健

康
障
害
の
あ
る
人
の
看

護
）

二

成
人
看
護
学
実
習

（
周

手
術
期
に
あ
る
人
の
看

護
）

二

成
人
看
護
学
実
習

（
慢

性
疾
患
の
治
療
を
受
け
る

人
の
看
護
）

二

老
年
看
護
学
実
習

（
健

母
性
看
護
学
援
助
論

（
周
産
期
に
あ
る
人
々
の

看
護
）

一

母
性
看
護
学
援
助
論

（
周
産
期
に
あ
る
人
の
ハ

イ
リ
ス
ク
時
の
看
護
）

一

精
神
看
護
学
概
論

（
精

神
看
護
の
意
義
と
心
の
働

き
）

一

精
神
看
護
学
概
論

（
人

権
擁
護
と
精
神
保
健
福

祉
）

一

精
神
看
護
学
援
助
論

（
精
神
の
健
康
増
進
の
た

一

小
児
看
護
学
概
論

（
小

児
の
健
康
増
進
の
た
め
の

看
護
）

一

小
児
看
護
学
援
助
論

（
健
康
障
害
の
あ
る
小
児

の
看
護
）

一

小
児
看
護
学
援
助
論

（
特
殊
な
状
況
に
あ
る
小

児
の
看
護
）

一

母
性
看
護
学
概
論

（
母

性
看
護
の
概
念
）

一

母
性
看
護
学
概
論

（
女

性
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
各

期
に
お
け
る
看
護
）

一

一
〇



平成 年 月 日 火曜日

別
（
施

１（
経

２
のに

山 口 県

別別
「

生

「

生

報 （号 外 ）

記
第
三
号
様
式
を
削
る
。

附

則

行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四

過
措
置
）

改
正
後
の
山
口
県
立
衛
生
看
護
学

施
行
の
日
以
後
に
入
学
す
る
学
生

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

合
記
第
一
号
様
式
の
添
付
書
類
２
を

記
第
二
号
様
式
中

日
月

年

月
年

日
月

年

野 分

看

看
護
の
統
合
と
実
践

看護看在

臨
地
実
習

看

小

在医護

在
宅
看
護
論

在常態在宅必看の

合 統

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

院
学
則
別
表
第
一
か
ら
別
表
第

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に

る
。

計

一
〇
〇

次
の
よ
う
に
改
め
、
同
添
付
書

日
月

年

女
・

男
別

性
日

護
の
統
合
と
実
践

（
医
療
安
全
）

一

護
の
統
合
と
実
践

（
災
害
看
護
・
救
急
看

）

一

護
の
統
合
と
実
践

（
看
護
技
術
の
統
合
）

一

宅
看
護
論
実
習

二

護
の
統
合
と
実
践
実
習

二

計

一
二

宅
看
護
概
論

（
地
域

療
保
健
福
祉
と
在
宅
看

）

一

宅
看
護
援
助
論

（
日

生
活
援
助
と
症
状
・
状

別
看
護
）

一

宅
看
護
援
助
論

（
在

に
お
け
る
医
療
管
理
を

要
と
す
る
人
と
看
護
）

一

護
の
統
合
と
実
践

（
看
護
管
理
・
看
護
研
究

実
際
）

一

三
ま
で
の
規
定
は
、
こ
の
規
則

入
学
し
て
現
に
在
学
中
の
学
生

類
３
か
ら
５
ま
で
を
削
る
。

」
を

」
に
改
め
る
。

第
四
章
中
第
十
七
条
の
次
に

（
転
入
学
）

第
九
条
第
一
項
中
「
学
校
に

「
及
び
」
を
「
そ
の
他
の
」
に

第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

第
十
二
条
中
「
学
校
」
を
「

第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条

（
転
学
）

第
十
六
条
の
二

学
生
は
、
他

提
出
し
、
そ
の
許
可
を
受
け

学

科

第

一

看

護

学

科

第

二

看

護

学

科

第
六
条
第
一
項
中
「
学
校
の

第
四
章
の
章
名
中
「
退
学
」

第
八
条
中
「
学
校
に
」
を
「

山
口
県
立
萩
看
護
学
校
学
則

正
す
る
。

目
次
中
「
退
学
」
の
下
に
「

「
、
進
級
」
を
削
る
。

第
一
条
中
「
学
校
」
」
を
「

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め

（
学
科
の
課
程
及
び
学
生
の
定

第
二
条

学
科
の
課
程
及
び
学

山
口
県
立
萩
看
護
学
校
学
則

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十

山
口
県
規
則
第
四
十
一
号

山
口
県
立
萩
看
護
学
校

次
の
一
条
を
加
え
る
。

」
を
「
看
護
学
校
に
」
に
改
め
、

改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し

看
護
学
校
」
に
改
め
る
。

を
加
え
る
。

の
看
護
師
養
成
所
に
転
学
し
よ
う

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

課

程

学

生

三

年

課

程

一
学
年
に
つ
き

二

年

課

程

（
定
時
制
）

一
学
年
に
つ
き

」
を
「
看
護
学
校
の
」
に
改
め
る

の
下
に
「
、
転
学
」
を
加
え
る
。

看
護
学
校
に
」
に
改
め
る
。

（
平
成
六
年
山
口
県
規
則
第
百
二

、
転
学
」
を
加
え
、
「
第
十
七
条

看
護
学
校
」
」
に
改
め
る
。

る
。

員
）

生
の
定
員
は
、
次
の
と
お
り
と
す

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

一
日

山
口

学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
一

第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号

、
同
項
中
第
四
号
を
第
三
号
と
し

と
す
る
と
き
は
、
転
学
願
を
校
長

の

定

員四
十
人

二
十
五
人

。 十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

」
を
「
第
十
七
条
の
二
」
に
改
め

る
。

に
公
布
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

中、に 改、



平成 年 月 日 火曜日

当
３

修第
「
第第

一
項別

山 口

第
（
科

第
十所の

２
はる

県 報

対
４５

位校入に第

（号 外 ）

第
十な

２
そ度れ

３

該
科
目
の
履
修
を
免
除
さ
れ
た
学

前
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も

得
す
べ
き
単
位
の
総
数
の
二
分
の

十
九
条
の
見
出
し
中
「
進
級
及

十
八
条
」
に
改
め
、
「
、
各
学
年

二
十
条
、
第
二
十
四
条
第
一
項
第

及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
九
条

表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

目
の
履
修
の
免
除
）

八
条
の
二

看
護
学
校
に
入
学
す

若
し
く
は
養
成
施
設
に
お
い
て
履

履
修
の
免
除
を
校
長
に
申
請
す
る

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申

養
成
施
設
に
お
け
る
教
育
の
内
容

と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
科
目

し
て
転
入
学
を
許
可
す
る
。

第
十
一
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
転
入
学
を

の
取
扱
い
並
び
に
修
業
年
限
及
び

長
が
決
定
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

学
す
る
前
に
他
の
学
校
又
は
看
護

お
い
て
修
得
し
た
単
位
と
し
て
認

五
章
の
章
名
中
「
、
進
級
」
を
削

七
条
の
二

他
の
学
校
又
は
看
護

「
転
入
学
希
望
者
」
と
い
う
。
）
は

ら
な
い
。

校
長
は
、
転
入
学
希
望
者
が
転
入

の
者
が
現
に
在
学
し
て
い
る
学
校

で
あ
り
、
か
つ
、
転
入
学
希
望
者

ば
、
転
入
学
の
許
可
を
し
て
は
な

校
長
は
、
転
入
学
希
望
者
に
対
し

生
は
、
当
該
科
目
に
係
る
単
位

の
と
み
な
さ
れ
る
単
位
は
、
当

一
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

び
」
を
削
り
、
同
条
中
「
進
級
又

に
つ
い
て
、
」
を
削
る
。

四
号
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、

中
「
学
校
」
を
「
看
護
学
校
」

る
。

る
前
に
他
の
保
健
師
、
助
産
師

修
し
た
科
目
を
有
す
る
学
生
は

こ
と
が
で
き
る
。

請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

が
看
護
学
校
に
お
け
る
教
育
の

の
履
修
を
免
除
す
る
こ
と
が
で

定
に
よ
り
転
入
学
を
許
可
さ
れ

許
可
さ
れ
た
者
に
係
る
既
に
履

在
学
期
間
に
つ
い
て
は
、
別
に

い
て
、
看
護
学
校
に
転
入
学
を

師
養
成
所
に
お
い
て
修
得
し
た

定
す
る
も
の
と
す
る
。

る
。

師
養
成
所
か
ら
看
護
学
校
に
転

、
転
入
学
願
を
校
長
に
提
出
し

学
を
希
望
す
る
学
科
の
学
生
に

又
は
看
護
師
養
成
所
の
科
目
及

の
単
位
の
修
得
の
状
況
が
良
好

ら
な
い
。

て
筆
記
試
験
及
び
口
述
試
験
を

を
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
。

該
学
生
が
看
護
学
校
に
お
い
て

。
は
」
を
削
り
、
「
前
条
」
を

第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
第

に
改
め
る
。

、
看
護
師
等
の
学
校
又
は
養
成

、
当
該
科
目
に
相
当
す
る
科
目

当
該
学
校
又
は
養
成
所
若
し
く

内
容
と
同
程
度
で
あ
る
と
認
め

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

修
し
た
科
目
及
び
修
得
し
た
単

設
置
す
る
審
査
会
の
議
を
経
て

許
可
さ
れ
た
者
が
看
護
学
校
に

単
位
に
つ
い
て
は
、
看
護
学
校

入
学
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下

、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

欠
員
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、

び
単
位
数
が
看
護
学
校
と
同
程

で
あ
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け

行
い
、
こ
れ
に
合
格
し
た
者
に

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復

促
進

分 礎 基

小

人
体
の
構
造
と
機

門 専 野 分 礎

人
間
と
生
活
・
社
会
の
理

別
表
第
一
（
第
七
条
関
係
）

教

育

内

容

科
学
的
思
考
の
基

基

栄

養

学

一

臨
床
医
学
２
（
代
謝
・
生

体
防
御
・
排
泄
機
能
障

害
）

一

臨
床
医
学
３
（
認
知
・
運

動
機
能
障
害
）

一

の

臨
床
医
学
４
（
性
機
能
・

感
覚
機
能
障
害
）

一

微

生

物

学

一

薬

理

学

総

論

一

薬

理

学

各

論

一

計

一
三

解

剖

学

二

能

生

理

学

二

生

化

学

一

病

理

学

一

病

態

症

候

学

一

臨
床
医
学
１
（
呼
吸
・
循

環
・
栄
養
機
能
障
害
）

一

心

理

学

二

文

化

人

類

学

一

社

会

学

一

人

間

関

係

論

一

解

英

語

１

二

英

語

２

一

運

動

生

理

学

一

科

目

単
位
数

論

理

学

一

教

育

学

一

盤

情

報

科

学

一

哲

学

一

一
二



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

老

老
年
看
護
学

老齢 成吸成養能

成
人
看
護
学

成知害成体障成手

専 野

過臨別看基活シ

臨
地
実
習

基常

小

成 看域基基基生基生

基
礎
看
護
学

基の程

分 門 専

基の臨 保公

野

健
康
支
援
と
社
会
保
障
制
度

社関

小

看概
年
看
護
学
概
論

一

年
看
護
援
助
論
１
（
加

に
よ
る
生
活
変
化
）

一

人
臨
床
看
護
論
１
（
呼

・
循
環
機
能
障
害
）

一

人
臨
床
看
護
論
２
（
栄

・
代
謝
・
環
境
調
節
機

障
害
）

一

人
臨
床
看
護
論
３
（
認

・
運
動
・
感
覚
機
能
障

）

一

人
臨
床
看
護
論
４
（
生

防
御
・
排
泄
・
性
機
能

害
）

一

人
臨
床
看
護
論
５
（
周

術
期
・
終
末
期
）

一

・
治
療
別
看
護
）

一

床
看
護
総
論
２
（
症
状

看
護
）

一

護
研
究
の
基
礎

一

礎
看
護
学
実
習
１
（
生

環
境
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

ョ
ン
）

一

礎
看
護
学
実
習
２
（
日

生
活
援
助
）

二

計

一
三

人
看
護
学
概
論

一

護
学
概
論
２
（
活
動
領

・
看
護
過
程
）

一

礎
看
護
技
術
１
（
共
通

本
技
術
）

一

礎
看
護
技
術
２
（
日
常

活
援
助
技
術
）

一

礎
看
護
技
術
３
（
日
常

活
援
助
技
術
実
習
）

一

礎
看
護
技
術
４
（
診
療

補
助
技
術
・
看
護
過

）

一

礎
看
護
技
術
５
（
診
療

補
助
技
術
実
習
）

一

床
看
護
総
論
１
（
経

健

医

療

論

二

衆

衛

生

学

一

会

福

祉

二

係

法

規

一

計

二
一

護
学
概
論
１
（
看
護
の

要
）

一

合

小

在
宅
看
護
論

統

臨
地
実
習

野 分

母
性
看
護
学

精
神
看
護
学

小
児
看
護
学

門

在
宅
看
護
援
助
論
３
（
看

護
過
程
・
地
域
看
護
活

動
）

一

小
児
看
護
学
実
習

二

母
性
看
護
学
実
習

二

精
神
看
護
学
実
習

二

計

三
八

在

宅

看

護

概

論

一

在
宅
看
護
援
助
論
１
（
生

活
支
援
）

一

在
宅
看
護
援
助
論
２
（
看

護
実
践
）

一

査
・
治
療
別
看
護
）

一

精
神
臨
床
看
護
論
２
（
症

状
別
看
護
）

一

成
人
看
護
学
実
習
１
（
看

護
過
程
）

二

成
人
看
護
学
実
習
２
（
急

性
期
）

二

成
人
看
護
学
実
習
３
（
回

復
期
）

二

老
年
看
護
学
実
習
１
（
生

活
支
援
）

二

老
年
看
護
学
実
習
２
（
慢

性
期
・
終
末
期
）

二

母
性
看
護
学
概
論

一

母
性
臨
床
看
護
論
１
（
周

産
期
の
看
護
）

一

母
性
臨
床
看
護
論
２
（
ラ

イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た

看
護
）

一

母
性
臨
床
看
護
論
３
（
ハ

イ
リ
ス
ク
周
産
期
）

一

精
神
看
護
学
概
論
１
（
基

本
的
概
念
）

一

精
神
看
護
学
概
論
２
（
精

神
保
健
）

一

精
神
臨
床
看
護
論
１
（
検

老
年
看
護
援
助
論
２
（
生

活
支
援
）

一

老
年
看
護
援
助
論
３
（
治

療
・
症
状
別
看
護
）

一

小
児
看
護
学
概
論
１
（
成

長
発
達
）

一

小
児
看
護
学
概
論
２
（
小

児
保
健
・
倫
理
）

一

小
児
臨
床
看
護
論
１
（
健

康
障
害
）

一

小
児
臨
床
看
護
論
２
（
状

況
に
応
じ
た
看
護
）

一

一
三



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 火曜日 山 口

別
（
施

１（
経

２
学前

県 報

別
め
、別

「

生

（号 外 ）

十
一
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

十
一
年
三
月
三
十
一
日
発
行

記
第
三
号
様
式
を
削
る
。

附

則

行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四

過
措
置
）

改
正
後
の
山
口
県
立
萩
看
護
学
校

す
る
学
生
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

の
例
に
よ
る
。

小

合
記
第
一
号
様
式
の
添
付
書
類
２

同
添
付
書
類
中
３
を
２
と
し
、
４

「

月
年

生

記
第
二
号
様
式
中

年
日

月
年

看看力

看
護
の
統
合
と
実
践

看究

野 分

看在

臨
地
実
習

統

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

学
則
別
表
第
一
の
規
定
は
、
こ

日
前
に
入
学
し
て
現
に
在
学
中

計

一
二

計

九
七

を
削
り
、
同
添
付
書
類
３
中
「及

を
３
と
し
、
５
を
４
と
す
る
。

日
月

性
日

月
年

日

」
に

護
の
統
合
と
実
践
１

（
医
療
安
全
）

一

護
の
統
合
と
実
践
２

（
災
害
看
護
・
国
際
協

）

一

護
の
統
合
と
実
践
３

（
看
護
管
理
・
看
護
研

）

一

護
の
統
合
と
実
践
４

（
知
識
と
技
術
の
統
合
）

一

宅
看
護
論
実
習

二

合

実

習

二

県

庁

定
価
一
箇
月

金

知
事

の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
入

の
学
生
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

び

」
を
「

の
他

の
そ

」
に
改

女
・

男
別

」
を

改
め
る
。

二
千
七
百
円
（
送
料
共
）

一
四


